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「戦後社会制度とキリスト教　1945―60」研究会

在日コリアンをめぐる戦後社会体制とキリスト教界：
1945 年～ 1960 年を中心に

� 李　相勲

Ⅰ．はじめに
本研究が考察の対象とするのは 1945 年から 1960 年までの期間であるが、本研
究では同期間において在日コリアンに大きな影響を及ぼしたと考えられる社会体
制として、特に象徴天皇制と冷戦体制に注目する。前者は、新たな「日本国民」
の形成に際してその支柱となったものであり、在日コリアンに対しては、その「日
本国民」からの排除という形で作用したものである。また後者は、朝鮮半島の政
治情勢（南北分断）などを通して在日コリアンに深く影響を及ぼした。
本研究の目的は、これらの社会体制の進行過程で起こった在日コリアン関連の
出来事・事件に対して在日コリアンおよび日本のキリスト教界がそれぞれどのよ
うな反応を示したのかについて明らかにすることにある。本研究では、在日コ
リアン・キリスト教界に関しては、在日大韓基督教会（KCCJ）1 と在日本韓国
YMCA2 を主な考察対象とする。
本研究の先行研究としては、李清一『在日大韓基督教会宣教 100 年史』と柳東
植『在日本韓国基督教青年会史』を挙げることができる3。これらの研究においても、
本研究が重要な考察対象とする諸事項（例えば、『基督新報』の刊行）に対して言
及がなされているが、それぞれKCCJおよび在日YMCAの通史ということもあり、
それらについて十分に掘り下げて検討されているとは言えない。また、日本キリ
スト教の反応についても言及されていない。本研究では、主にKCCJ の機関紙『基
督申報』（1951 年 7 月創刊、1952 年 8 月より『基督新報』、1953 年 4 月より『福
音新聞』に改称）や日本基督教団の機関紙『基督教新報』、『キリスト新聞』およ
びKCCJ や在日 YMCAをはじめとする日本にある教団・団体の会録、関係者ら
の回顧録などを資料として用いることで、先行研究では明らかにされてこなかっ
た点を明らかにしていく。
本研究では、まず戦後新たに「日本国民」が形成されていく中で在日コリアン
が排除されていった過程を概観し、それに対する在日コリアンおよび日本のキリ
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スト教界の反応について見る。次に南北分断や朝鮮戦争を含む冷戦体制が在日コリ
アン・キリスト教界にどのような影響を与えたのかについて検討し、最後に在日コ
リアンの排除と冷戦体制という二つの流れが交わった点ともいえる「帰国事業」を
めぐっての在日コリアンおよび日本のキリスト教界の反応について考察する。

Ⅱ．戦後「日本国民」の形成過程における在日コリアンおよび日本のキリスト教界

1．「日本国民」の形成過程における在日コリアンの排除・抑圧
多民族国家であった戦前の植民地帝国日本においては、統治の必要から混合民
族論が支配的であったが、戦後においては植民地を喪失する中、日本は単一純粋
な起源をもつ民族のみで構成されているとする単一民族神話が支配的となり、そ
のもとに新しい「日本国民」が形成されていった 4。その際、その要となったの
は、新憲法によって「国民統合の象徴」と位置付けられた天皇であった。尹健次
は、この日本国憲法の基本的特徴として、「天皇制の存続」「植民地支配・戦争責
任の自覚・反省の欠如」「旧植民地出身者の在日アジア人の憲法の枠組みからの除
外」を挙げているが、日本国民の形成は、植民地支配への責任を曖昧にする中で、
また、在日コリアンを「外国人」化し、日本国憲法による人権保障の対象から排
除する中で進められたと言える 5。
日本政府は、在日コリアンの国籍に関して、講和条約が定めるまでは日本国籍
を有するものとしていたが、そのことで在日コリアンを「日本人」と平等に扱っ
たわけではなかった。例えば、1945 年 12 月の衆議院議員選挙法の改正に際して、
戦前からあった在日コリアンの参政権を停止している 6。また、日本国憲法施行の
前日である 1947 年 5 月 2 日には、最後の勅令によって退去強制規定を含む外国人
登録令が公布・施行されたが、その 11 条の「みなし規定」により、在日コリアン
も「外国人」とみなされることとなり、この法令の適用対象となった。そして最
終的に日本政府は、1952 年 4月 28日のサンフランシスコ講和条約の発効をもって、
在日コリアンの「日本国籍」を剥奪したが、その後、在日コリアンは日本国籍を
喪失して「外国人」となったことにより、生活保護を除くすべての社会保障から
除外されることとなった 7。
このように日本政府は、在日コリアンを「外国人」化して排除していったが、
一方では、在日コリアンがその「民族性」を明示・育成することを抑圧した。戦後、
在日コリアンは在日最大の組織であった在日本朝鮮人連盟（朝連）などの指導の
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もと、その子弟に対する民族教育を行うため日本の各地に民族学校を設立していっ
た。しかし、日本の文部省が 1948 年 1 月に通達を出すと、それが事実上民族学校
の存在を否定するものだったこともあり、各地でこれに反対する抗議運動が起こっ
た。特に神戸と大阪では後に「阪神教育闘争」と呼ばれる大規模の抗議運動が展
開され、神戸では抗議運動が激化する中、4月 24 日に非常事態宣言が出された。
この阪神地域での抗議運動は、GHQ（アイケルバーガー第 8軍司令官）の主導の
もと強行鎮圧されたが、そのような強行姿勢がとられた背景には、同年 5月 10 日
に南朝鮮で予定されていた単独選挙に対する朝鮮半島での反対運動と在日コリア
ンの抗議運動が結びつくことに対する懸念があったと考えられている 8。在日コリ
アンの民族教育に対する抑圧には、冷戦状況も深く関係していたのである。

2．在日コリアンの排除・抑圧に対する在日コリアンおよび日本のキリスト教界の反応
ここまで、戦後「日本国民」が形成される中、在日コリアンがどのようにそこか

ら排除され、また民族教育が抑圧されたのかについて概観した。現在までのところ、
これらに対して日本キリスト教界から何らかの言動があったことを示す資料は見つ
かっていない。他方、在日コリアン・キリスト教界が示した反応についての資料は、
わずかながら存在する。例えば、阪神教育闘争に関しては、1948 年 5 月 29 日付の
『キリスト新聞』に「神戸事件は朝鮮基督者の責任」と題した記事が掲載されており、
KCCJ 総会長の呉允台による次のような内容の談話が掲載された。

我ら朝鮮人基督者の精神指導の不充分の為に今度の様な神戸事件と言われ
るものが起つた事は誠に残念に思う、之は民族の罪であり基督教会の責任
である、今後一層福音伝道の使命を覚える所以である、併し何と云つても
朝鮮人伝道者は極めて少い、連合国、日本の基督者の援助を願いたい、朝
鮮人の中に基督者が多かつたならば、今度の様な事件も起らなかつたであ
ろうと思う

ここに登場する「神戸事件」とは、1948 年 4 月に起こった阪神教育闘争のこと
である。『キリスト新聞』のこの記事には、阪神教育闘争に対する編集部あるいは
日本人キリスト者の見解は記されていない。『キリスト新聞』の編集部には同談話
の掲載にあたって何らかの意図があったと考えられるが、それについては不明で
ある。
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この談話の中で呉は、神戸における抗議運動を「民族の罪」であるとしているが、
それは非常事態宣言が出されるほどに激化したことに対してであり、在日コリア
ンが民族教育を受ける権利自体を否定したものではなかったであろう。なお呉は、
キリスト者が多く存在していたなら、今回のような事件は起こらなかったであろ
うと述べているが、阪神教育闘争の犠牲者の中にはキリスト者と考えられる人物
もいた。朝連の兵庫県本部委員長であった朴柱範である。朴は、阪神教育闘争に
関わったことで逮捕され、1949 年 11 月 25 日に病気のため仮出所したが、その 4
時間後に亡くなっている。戦後どの教会に所属していたのかは不明であるが、朴
は 1930 年代の兵庫における朝鮮人教会の形成において重要な役割を担ったキリス
ト者の一人であった 9。
一方、在日YMCAは、1948 年 5 月 7日に開催された総会において、民族教育に
対する弾圧を日本各地で推進する日本政府に対して「警告」を発することやこの問
題に対するYMCAの立場を明らかにするための声明書を発表すること、4月 27 日
付の各新聞に掲載されたアイケルバーガー第 8軍司令官の言動に対する進言書を
本人に直接提出することなどを決議している 10。これを受け、5月 11 日に開催さ
れた理事会において、声明書作成発行委員のメンバーが選定されたが 11、この声明
書の発表を含め 5月の総会で決議された事項が実行されたのかについては、資料
的には現在までのところ確認できていない。なお、この当時の在日YMCAの理事
長は、KCCJ 総会長でもあった呉允台であり、理事の多くもKCCJ 関係者であった。
日本政府による日本国籍の剥奪に対しては、在日コリアン・キリスト者が何ら
かの反応を示したことを裏付ける資料は確認されていないが、国籍自体に対して、
在日コリアン・キリスト者がどのような考えをもっていたのかについて垣間見せ
る資料が一つある。講和条約発効以前に出された 1951 年 10 月 15 日付のKCCJ 機
関紙『基督申報』に掲載された「動乱と講和日本に就いて」と題した無記名の記
事である。同記事の中で、その記述内容から羅曽男と推定される筆者は 12、「目下
日本政府は講和後の外国人に対する対策を考案中であるが、一朝事ある場合に強
制退去を命じ得ないから、その便宜のために在留韓国人を外人として取扱いをす
るといつて、うそぶいているのであります。国際慣習上、韓国人を外人取扱する
ことは当然であるにも拘らず」と記している。ここにある「外人取扱」という語
はその意味するところがやや不明瞭であるが、この文書で筆者は、「韓国人は独立
国家である大韓民国の国民であるので、当然外国人である」との考えを表明して
いると見てもよいであろう。
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戦後一貫して朝連をはじめとする主要民族団体は、「外国人」（あるいは解放国
民）としての処遇を求めつつ、在留権の保障など在日コリアンの権利擁護運動を
展開していた 13。したがって、こと「外国人」としての位置づけに関しては、外
国人登録令の公布・施行に際して、あるいは講和条約の発効に伴う日本国籍の喪
失に際して反発を示すことはなかった。同じく在日コリアン・キリスト教界も反
発を示すことはなかったが、その根底には上記記事の筆者のように自らを「外国人」
であるとする自己認識があったのであろう。
先に見た通り、サンフランシスコ講和条約の発効に伴い、在日コリアンは日本
の社会保障制度から排除された。KCCJ は、1953 年 10 月に開催された総会におい
て厚生局の設置を決議したが、同総会時に提出された厚生局の事業計画案には、「信
徒の生活安定と向上、職業斡旋」「健康保険組合設置」「厚生事業機関設置」など
が挙げられている 14。時期的なことを考慮すれば、これらは社会保障制度から排
除されたことに対する対応策として出された可能性が高いと考えられる。
ここまで在日コリアンが排除されていった過程において、在日および日本のキ
リスト教界がどのような反応を示したのかについて見た。日本キリスト教界に関
しては何の発言もなされていないことを見たが、そのこと自体が在日コリアンを
めぐる問題に対する当時の日本キリスト教界の姿勢を表わしているとも言えるで
あろう。『キリスト新聞』は阪神教育闘争に際して、呉允台の談話を掲載したが、
日本キリスト教界自体の見解を報じることはなかった。次に南北分断が在日コリ
アン・キリスト者にどのような影響を与えたのかについて考察しておきたい。

Ⅲ．冷戦体制と在日コリアン・キリスト教界

1．KCCJの名称変更
冷戦体制は、朝鮮半島の状況では南北分断として表れたが、そのことがKCCJ
のあり方に対しても影響を及ぼしている。その一つの象徴的な出来事がKCCJ の
名称変更である。KCCJ は、その第 4 回定期総会（1948 年 10 月）において、名
称を「在日本朝鮮基督教会総会」から「在日本大韓基督教会総会」へと変更した。
この総会の参加者のうち二人がその時のことを回顧した記録を残しているが、そ
のうちの一人は、当時KCCJ の総会書記であった織田楢次（韓国名：田永福）で
あり、もう一人は京都教会長老であった兪錫濬である。織田によれば、一方には
韓国の李承晩大統領の支持者がおり、民族を代表する教会名として「在日本大韓」
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に変更することを支持し、もう一方には若い世代を中心に、キリストは世界の主
であり、韓国に偏ることは教会の本質とは相容れないことであり、また、北朝鮮
を支持する人々を伝道する際に障害になるとして教団名を変更しないことを支持
する人々がいた 15。
一方、兪錫濬は、投票した 55 名中賛成が 28 名、反対が 27 名の 1票差で名称変
更が決定したと記している。また、若い世代の教役者や青年たちが南北の片側を
支持するのではなく、中立の立場をとるべきだと主張したのに対して、反共主義
思想をもった人たちが名称は大韓民国に従うべきであると主張したとしている 16。
二人の記録は概ね一致していると言えるが、二人の証言からは、若い世代を中
心に南北分断の政治情勢にあって中立を保とうとする声がKCCJ 内に強く存在し
ていたことを知ることができる。

2．KCCJの機関紙と反共主義
KCCJ はその第 3回定期総会（1947 年 10 月）において、「機関誌」の刊行に向
けて準備を進めることを決定したが、そのことが実現したのは 1951 年のことで
あった 17。すなわち、1951 年 7 月 10 日に機関紙『基督申報』が創刊され、月 3回
ほどのペースで発行された。その後、1952 年 8 月に『基督新報』、1953 年 4 月に
『福音新聞』とその名称が変更されている 18。創刊後、財政的な理由により、129
号を最後に一時期刊行が途切れるが、その後、再発行に向けての努力がなされる中、
月刊紙として 1958 年 11 月 14 日に『福音新聞』第 130 号が発行され、現在に至っ
ている 19。
1951 年 7 月における『基督申報』の創刊とその継続発行が可能となったのは、
ジェームズ・フィッシャー（James�Fisher）という名の人物の支援があったから
である。例えば、『基督申報』関連の 1952 年 5 月の総収入 28 万 1657 円のうち、
18 万円がフィッシャーからの補助金であった 20。このフィッシャーからの補助金
が 1954 年 6 月よりなくなったことで、先に見たように機関紙の発行を継続できな
い状況に陥ったのであった。
ところで、このフィッシャーとはどのような人物であり、なぜKCCJ を支援し
たのであろうか。兪錫濬はその著書の中で、フィッシャーともう一人の人物・張
利郁が「亜細亜文化財団」関係の仕事のため東京に駐在しており、この財団より
支援を受け、『基督申報』が刊行されることになったと記している 21。上述のフィッ
シャーからの支援金は、この財団からのものだったのである。
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では、この「亜細亜文化財団」とはどのような団体だったのであろうか。ここ
で兪が触れていた張利郁という人物に注目したい。張はソウル大学総長などを歴
任した人物であったが、朝鮮戦争時（1950 ～ 1953 年）には国連軍総司令部放送
（VUNC）に勤務し、東京にも駐在していた。このVUNCとは、中国大陸や朝鮮
半島に向けた心理戦のためのラジオ放送であった 22。張利郁の回顧録によると、『基
督申報』の刊行を支援したのは「アジア財団」（The�Asia�Foundation）であり、
この財団とKCCJ を結びつける役割を担ったのも張であった 23。
アジア財団は、心理戦を展開してアジアにおける共産主義の拡大を阻止する
ために CIA が設立した組織であった 24。1951 年に自由アジア委員会（CFA）と
いう名称で設立され、1954 年に名称をアジア財団と変更している。したがって、
KCCJ が『基督申報』の刊行への支援を受け始めたのは、CFA時代のことであっ
たことになる 25。
このアジア財団とKCCJ の橋渡しをしたのが、上記の張利郁とフィッシャーで
あった。フィッシャーは、1919 年 10 月に、米国の南メソジスト監督教会の宣教
師として朝鮮に赴任し、延禧専門学校（現・延世大学）で英語や心理学を教えた。
その後、朝鮮戦争時には、東京に置かれていた国連軍参謀部（the�US�Section�of�
the�UN�General�Staff�in�Tokyo）で心理・宣伝戦に従事した人物である 26。
兪錫濬によれば、フィッシャーと張利郁の二人は『基督申報』の記事に干渉し、
反共主義的な記事を多く書かせようとした 27。新聞の送付先には、韓国内にあっ
た捕虜収容所も含まれていたが 28、このような形で、KCCJ の機関紙は反共主義を
広める心理・宣伝戦の道具として使用されていたのである。
このような中、朝鮮戦争が休戦となった翌年の 1954 年初め頃から『福音新聞』
の編集方針に対する批判の声がKCCJ 内から上がり始める。これに対してフィッ
シャーは『福音新聞』紙上で反論を発表しているが 29、それに対して兪錫濬が同
じく『福音新聞』紙上で、「フィッシャー博士は、共産主義の罪悪的行為を明らか
にして攻撃するのがキリスト者の任務であるかのように語る。私たちは、共産主
義と同じ手段をもって攻撃し、憎悪心が溢れる呪いのような悪評は、キリスト教
の原理とみなすことはできない」と批判した 30。兪のように、KCCJ 内には『福音
新聞』の編集方針があまりにも反共主義に偏っているので、より中立的なものと
なるべきだとする見解をもった人びとがいたのである 31。
先に朝鮮半島の南北分裂という状況の中、大韓民国の樹立に伴ってKCCJ の名
称が「在日本大韓基督教会総会」に変更された際にもKCCJ は中立的な立場に立
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つべきとする意見が強くあったことを見たが、朝鮮戦争を経験した時点において
もKCCJ には過度の反共主義を戒める見解が存在したのであった。

3．アジア財団と在日YMCA
KCCJ のほか、在日YMCAもアジア財団からの補助金を受け取っていた。共産
主義者による在日学生に対する宣伝活動が広まる中、1953 年秋頃から共産主義者
に対抗する宣伝戦を行う上での在日YMCAの有用性が米国政府内で認識されるよ
うになり、支援の方法について検討された結果、アジア財団が支援を行うことと
なったのである 32。実際、1954 年に在日 YMCAはアジア財団から 250 万円を寄
付金として受け、それをもとに建物の改修工事をはじめ図書室や食堂の設置など
を行っている 33。
ところで、在日 YMCA にもフィッシャーは関わりをもっていた。すなわ
ち、1955 年 7 月から米国に帰国する 1956 年 3 月までの間、フィッシャーは在日
YMCAの理事を務め、アジア財団との橋渡しを行っていたのであった 34。

Ⅳ．北朝鮮への帰国事業と日本および在日コリアン・キリスト教界

1．帰国事業の概要と背景
1958 年 8 月から在日コリアンによる北朝鮮への帰国運動が本格的に始まり、全
国的に広まっていった。そうした中、翌年 1月に日本赤十字社（日赤）の理事会
が帰国問題は「人道問題」であるとし、その早期解決を訴えたのを受け、翌月の
13 日に日本政府は帰国者の出国を許可することなどを閣議了解した。その後、日
朝の赤十字間で交渉が進められ、8月 13 日に帰還協定の調印がなされた後、12 月
14 日に最初の帰国船が北朝鮮に向けて新潟港を出港した。この 1959 年 12 月から
最後の帰国船が出航した 1984 年 7 月までに帰国した人々は 9万 3340 人であり 35、
その中には日本生まれの 2世（あるいは 3世）も多く含まれていた 36。
帰国事業を推進するにあたっての日本側（日赤および日本政府）の思惑は、在
日コリアンの「厄介払い」であったと考えられている。高崎宗司によると、日本
側が在日コリアンの帰国を希望した理由には、在日コリアンに生活保護を受けて
いた人々や貧困の中で犯罪者となる者が多かったこと、そして、共産主義者が多
いとみなされていたことなどがあった。一方、在日コリアン側が帰国を望んだ主
な理由には、生活苦や社会主義祖国への憧れ、子どもの将来への不安などがあっ
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た 37。菊池嘉晃は、上記の主要なもの以外にも様々な理由を挙げているが、多く
のケースでそれらは日本社会における在日コリアンに対する民族差別や排除と深
く関係していたと指摘している 38。
この点についてもう少し触れておくと、日本企業への就職は民族差別のため難
しく、また先に触れた 1952 年の日本国籍喪失以来、在日コリアンは公務員や郵便
局など公共機関の職員になることもできなかった。そのような中、在日コリアン
の生活は不安定なものとなり、生活保護率も非常に高い状態にあった 39。

2．帰国事業に対する日本キリスト教界の反応
日本のキリスト教界は、帰国事業に関しては比較的に高い関心を見せた。実際、
戦後において在日コリアンに関して、まとまった形で日本のキリスト教界が関心
を示したのは、このときが最初であった。『朝日新聞』など日本の各新聞は、1959
年 1 月末以降、この件について大きく取り上げるようになっていったが 40、キリ
スト教系の新聞もその頃からこの件に関しての社説・記事を掲載し始めている。
その最初のものは、『キリスト新聞』（1959 年 2 月 7 日付）の社説「キリストにあっ
てお願いします」であった。そこでは、北朝鮮への帰国事業に反対する韓国の態
度について、「何ともいえぬ不快なものを含んで」おり、「嫌悪すべきものがある」
とする一方、帰国事業については、「信仰的に見ても、これは美しい政策」であり、
「祖国に帰りたい者を送り返してあげるということは、誠に心あたたまる話ではな
いか」と支持を表明している。同社説の最後は、李承晩大統領や韓国のキリスト
者に対する、「その信仰と、同胞に対する愛をもって、人間の基本的権利を尊び、
その自由を重んじ、北

マ

鮮
マ

帰国希望者が無条件に帰れるように助けてください」と
の文章で締めくくられている。
その後、同じく 2月に『キリスト新聞』および『基督教新報』紙上に帰国事業
に反対する在日コリアン・キリスト者の意見を含んだ記事が掲載された後（後述）、
同年 8月までこの両紙にはこの件に関する記事は掲載されなかったが、『福音と世
界』1959 年 3 月号に掲載された短い政治時評で、学習院大学教授であり、日本基
督教協議会社会問題委員会の専門委員なども務めていた飯坂良明が帰国事業につ
いて触れている。同時評で飯坂は、この問題は人権問題であるが、軌道に乗りつ
つある日韓会談が頓挫してしまわないよう慎重に進めていくべきであると主張し
た 41。基本的には飯坂も帰国事業自体には異存はなかったわけである。
その後、日朝の赤十字が帰還協定に調印した日の前日である 8月 12 日付の『キ
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リスト新聞』に帰国事業をテーマとした社説が再び掲載された 42。そこでは、帰
国事業は韓国政府が主張するような「強制追放」でないことは、帰還を「熱望」
する在日朝鮮人の姿を見れば明らかであり、それは、「戦後におけるもっとも人道
的な、良心的な方策であり、常に人間の悪意と憎悪とを含んでいる国内政治と国
際政治とを超越した善政である」としている。
一方、『基督教新報』では、9月 12 日号の論説で、帰国事業に反対する韓国基
督教連合会（現・韓国基督教教会協議会）の主張について論評した後、帰国事業
が「できるだけ円満の中にトラブルが少なく実施されることは、日本のキリスト
者たちも心から望むところである」と記し、基本的に同事業を支持する立場にあ
ることを明らかにしている 43。
さらに 12 月 25 日付の『キリスト新聞』では、1959 年 12 月 14 日に最初の帰国
船が新潟港を出港したのを受け、コラム「望楼」欄で再び帰還事業に触れ、「帰還
には人間的に美しい情景が各処に展開されている」とするなど、帰国事業の正当
性を強調した。
『朝日新聞』および『産経新聞』における帰国事業関連の報道（社説・記事）を
分析した高崎宗司によれば、両紙ともに日赤と日本政府による帰国事業は「人道的」
なものであると無批判的に支持すると共に、同事業が在日コリアンの人権に関わ
る問題であると報じる一方、これに反対する韓国を「非人道的」であると非難し
ていた 44。上に見たように、日本のキリスト教系新聞の論調も基本的にはこれと
軌を一にするものであったと言える。
高崎は、在日コリアンが帰国を希望する背景について報道することで『朝日新聞』
や『産経新聞』が在日コリアンの置かれた状況を日本社会に知らせる役割を担っ
た側面もあることを認めるが、在日コリアンが日本に存在するその歴史的背景あ
るいは在日コリアンに対する日本の歴史的責任についての言及はなされなかった
と指摘している 45。この点に関しては、次節で見ることになるように、『キリスト
新聞』や『基督教新報』では、在日コリアン・キリスト者の主張の中でそのこと
にも触れられていたが、それが両紙の論調に影響を与えた形跡はない。次にその
点について見ておきたい。

3．帰国事業に対する在日コリアン・キリスト教界の反応
先にも触れたように、1959 年 2 月の『キリスト新聞』および『基督教新報』誌
上にそれぞれ一度ずつ帰国事業に反対する在日コリアン・キリスト者の主張が掲
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載されている。2月 21 日付の『キリスト新聞』には、2月 19 日に KCCJ 東京教会
の青年らと日本のキリスト者らとの間でもたれた懇談会についての報告記事が掲
載された 46。そこでは、帰国事業に対するKCCJ 青年らの主張のうち二つが記者
によってまとめられ、記載されている。そのうちの一つは、戦時中に強制徴用さ
れて来た者たちが学歴その他の理由で慢性的失業状態にあるが、そのことに対す
る対策を日本政府が何ら講じることなく、失業者だからと言って帰国させること
が人道的であると言えるのだろうかと帰国事業に対して疑義を投げかけるもので
あった。これは、一般社会と同じく帰国事業は人道的であるとする日本キリスト
教界とは真逆の見解であったと言える。
一方、『基督教新報』誌上では、2月 28 日号に同紙主筆の宮内彰が聞き手を務
めて行われたKCCJ 東京教会牧師の呉允台への「日韓問題」に関するインタビュー
記事が掲載されたが、その内容は帰国事業に関するものであった 47。同インタ
ビューでは、ある日本に駐在するスイスの新聞の記者が帰国事業に関しては日本
の立場が正しいと述べており、大部分の日本人も同じ立場であるとする宮内に対
し、呉は在日コリアンが日本に居住するようになった歴史的背景や在日コリアン
の生活が困窮している状況とその背景などについて概説した後、「このようにして
強制または半強制でつれて来た人たちを、今になって役に立たなくなったから、
犯罪の温床になっているから送り返すということは、こんどの送還が人道主義の
立場からだと歌われているだけにわりきれぬものを私たちは感じている」、日本側
が在日コリアンに職を与える努力をしても「なお法を犯す者はどしどし送還すべ
きですが生活の安定を考えてくれないでいて厄介者払いするように送還するとい
うことは少し筋が通らないと思います」と述べている。呉は明白な形では述べて
いないが、在日コリアンの問題は、日本の植民地支配に起因する歴史的責任の問
題であり、その責任を「厄介払い」する形で回避すべきではないと訴えたのであっ
た。
さらに翌月の 3月 10 日には、KCCJ と在日 YMCAが連名で、帰国事業に反対
する声明書を発表している 48。声明書は、日本による朝鮮の植民地支配期になぜ
在日コリアンが日本に移住するようになったかについての歴史的背景や 1952 年の
国籍喪失以来、在日コリアンが受けてきた差別待遇とその結果としての困窮など
に言及した後、「日本政府は過去の斯る非人道的行為に対して何らの人道的償いも
せず、却って人道的なる美名の下に北韓共産政権の虚偽、欺瞞的なる数字を取り
上げ、北韓送還を敢行せんとする事はあまりにも人道に反する措置であるといわ
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ねばならない」としている。
このように在日コリアン・キリスト者側からは、帰国事業に対する異論が強く
提起されたが、上に見たように、帰国事業を「人道的」なものとする日本キリス
ト教界の見解には影響を与えることはなかった。
先に見たように、インタビュー記事の中で呉允台が帰国事業に対して疑義を呈
した後、聞き手の宮内は、送還は強制ではなく本人らの希望でなされているので
はないかと述べる。それに対して呉は、それは生活ができないからであって、生
活が安定していさえすれば北朝鮮に帰る者はいないであろうと反論するが、それ
に対して宮内は、「日本も昔とちがって四つの島に九千万がひしめいていて、大学
を出ても就職ができない社会情勢では、お国の方方をよくしてあげたくてもなか
なかできないのが実状ではないかと思います」と述べている。この宮内の短い発
言は様々な意味で興味深いものであるが、そこには植民地支配の過去に対する責
任意識は見受けられない。日本のキリスト教界にそのような責任意識が広まり始
めるのは、1960 年代半ば以降のことであった 49。
新潟で帰国運動に携わっていた佐藤勝巳はその著書の中で、帰国運動による帰
国者が減りだした頃に帰国船の出航地であった新潟県の一部の町内会長らが「朝
鮮人は早く日本から出ていってもらいたいと思って募金に協力しているのに、ど
うして帰らないのか」との声を公然と上げていたことに触れつつ、次のように述
べている 50。

共和国への帰国が実現した経緯のなかには、ごく少数だが植民地支配の後
始末の一つと考えた人もいたし、政治とは関係ない「人道と人権」の問題
ととらえた人もいたものの、しかし、圧倒的には、「帰ってくれたら助かる」
と考えた人々が大半を占めていたとみるのが事実に近いと思う。残念なこ
とながら、日本の地方議会が、ある日ある時突然、在日朝鮮人の人道と人
権に目ざめ、支持決議をしたなどとは、とても考えられる状況ではなかっ
たのである。

ここにあるように、在日コリアンによる帰国運動が始まると 1959 年 2 月までに
多くの地方議会（47 都道府県および 290 市区町村）が帰国促進を決議したが、そ
うした決議の根底にあったものは、日本政府と同じく在日コリアンの「厄介払い」
であったと佐藤は看破していたのである。
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では、日本のキリスト教界はどうであったのか。日本のキリスト教界は、帰国
運動が開始されるまで、在日コリアンの人道・人権問題について関心を示したこ
とはなかった。また、帰国事業に関する在日コリアン・キリスト者からの訴えが
その見解に影響を与えた形跡もない。さらには、その後、日本キリスト教界が継
続して在日コリアンの人権問題に関わったという形跡もない。これらのことを考
慮すれば、日本人キリスト者が帰国事業に賛同したことの根底にあったものも、
日本の一般社会にあったものとそれほど異なるものではなかったと推察すること
も可能ではないであろうか。

Ⅴ．結論
本研究では、まず参政権の停止や外国人登録令の適用、日本国籍の剥奪といっ
た在日コリアンを「外国人」化し、「日本国民」の枠組みから排除していった日本
政府による一連の政策に関しては、在日コリアンおよび日本のキリスト教界が直
接それに反応したことを示す資料は現在までのところ見受けられないことを確認
した。在日コリアン・キリスト教側に関しては、在日コリアンの国籍に関する見
解を示した記事が一本、『基督申報』紙上に掲載されているが、それによると、同
記事の筆者は在日コリアンが外国人とみなされることを当然視していた。それは、
同時期の在日コリアン一般の見解と軌を一にするものでもあった。ここで一言付
け加えておくと、在日コリアンの「外国人」化という点では、日本政府と在日コ
リアンは一致していたが、前者においてそれは人権保障の対象からの排除をも意
味しており、その点では権利擁護運動を展開した後者とは大きく異なる方向性を
もったものであったと言える。
民族教育に対する弾圧に対しては、阪神教育闘争が激化したことに対する
KCCJ 総会長・呉允台の批判的発言が談話という形で『キリスト新聞』紙上に掲
載されたほか、在日YMCAが民族教育への弾圧に批判的であったことを見た。な
お、『キリスト新聞』が呉の談話のみを掲載し、編集部あるいは日本人キリスト者
の見解を掲載しなかった理由は不明である。
本研究では次に、南北分断がKCCJ の名称変更および『基督申報』（1953 年 4
月より『福音新聞』）にどのような影響を及ぼしたのかについて検討し、『基督申報』
の刊行とその編集方針に反共主義を広めようとする米国政府の思惑が深く関わっ
ていたことを明らかにした。また、教団名の変更に際してはKCCJ 内にも中立で
あるべきとする意見が強く存在し、『福音新聞』の編集方針に関しても、それがあ
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まりにも反共主義的であるとの批判がKCCJ 内に存在していたことを見た。この
ようにKCCJ は反共主義一辺倒というわけではなかったのであり、そのような姿
勢が 1980 年代から始まる朝鮮半島の平和統一に向けたKCCJ の宣教活動につな
がっていったとみなすこともできるであろう 51。
最後に本研究では、帰国事業に対する在日コリアンおよび日本のキリスト教界の

反応について検討した。日本のキリスト教界が在日コリアンに対して比較的に高い
関心を示したのは、この帰国事業時においてが最初であった。日本人キリスト者は、
帰国事業を「人道的」なものであるとし、それに反対する韓国を強く批判した。こ
れは、日本の一般紙と同様の論調であり、異なる点があるとすれば、「信仰的に見
ても」などキリスト教的な修辞が用いられていた点だけであった。一方、在日コリ
アン・キリスト者は、植民地支配の責任問題や在日コリアンに対する差別的待遇の
問題に触れつつ、帰国事業が「人道的」であるという見解に対して疑義を唱えたが、
それが日本のキリスト教界に影響を与えることはなかった。
本研究では、それまで在日コリアンの人道・人権問題に関心を示すことのなかっ
た日本のキリスト教界が突如、帰国事業に関心をもつようになり、それを「人道的」
なものであるとして支持したことや在日コリアン・キリスト者の訴えを一顧だに
しなかったことなどを見たが、そうした姿勢を日本キリスト教界がとったその根
底には、政府や一般社会同様、在日コリアンを「厄介払い」したいとの考えがあっ
た可能性が高いと考える。
この当時の日本のキリスト教界の中に植民地支配への自らの責任問題を真摯に
問うた形跡は見受けられない。そうしたことの中に、戦後、在日コリアンを「外
国人」化して排除しつつ、また植民地支配の責任を回避しつつ進められた新しい
「日本国民」の形成に取り込まれていった日本のキリスト教界の姿を見て取ること
ができるのではないだろうか。

〈註〉
1� �KCCJ は、1908 年の留学生教会の設立（現・東京教会）をその宣教の始点とする教団である。
1912 年からは朝鮮の長老教会とメソジスト教会による共同宣教が展開される中、日本各地に朝
鮮人教会が設立されていき、1934 年に在日本朝鮮基督教会という名称の教団が設立された。そ
の後同教団は、1940 年に日本基督教会に吸収合併された後、1941 年の日本基督教団設立以降は
同教団に所属することとなった。戦後、日本におけるプロテスタント系の朝鮮人教会はこの旧
在日本朝鮮基督教会系の教会に所属していた信徒らを中心に 1945 年 11 月 15 日に在日本朝鮮
基督教連合会を創立し、日本基督教団に脱退通告文（12 月 30 日付）を提出している。この連
合会はその後、1947 年 10 月に独自の憲法を制定すると共にその名称を在日本朝鮮基督教会総
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